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ファクシミリ通信網サービス契約約款 【現改比較表】 2024年5月31日現在 
～2024年5月30日 2024年5月31日～ 

 

 

（令和６年４月１日現在） 

▲ファクシミリ通信網サービス契約約款（平成 11 年経企第 32 号） 

実施 平成 11 年７月１日 

（令和６年５月 31 日現在） 

▲ファクシミリ通信網サービス契約約款（平成 11 年経企第 32 号） 

実施 平成 11 年７月１日 

目次（略） 目次（略） 

第１条～76 条（略） 第１条～76 条（略） 

別記（略） 別記（略） 

料金表 

通則（略） 

第１表 料金 

 第１ 基本料金 

  １ 適用（略） 

  ２ 料金額 

   ２－１ 回線使用料（基本料金）（略） 

   ２－２ 付加機能使用料 

    ２－２－１（略） 

    ２－２－２（略） 

料金表 

通則（略） 

第１表 料金 

 第１ 基本料金 

  １ 適用（略） 

  ２ 料金額 

   ２－１ 回線使用料（基本料金）（略） 

   ２－２ 付加機能使用料 

    ２－２－１（略） 

    ２－２－２（略） 

    ２－２－３ ５種ファクシミリ通信網サービスに係るもの 

区     分 単  位 料 金 額 

２－２－３ ５種ファクシミリ通信網サービスに係るもの 

区     分 単  位 料 金 額 
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（略） （略） （略 

発信者課金型特定

番号着信機能 

（略） （略 

帳票

作成

機能 

その第５種

契約に係る

帳票のフォ

ーマットか

ら第５種契

約者が指定

した種類の

フォーマッ

トを利用し

て帳票を作

成する機能 

帳票のフ

ォーマッ

トの種類

１ごとに  

30,000 円 

（32,400 円） 

 備

考 

１ 第５種契約者は、帳票作成機能を利用する通信を行うにあたっては、

その第５種契約者の請求に応じ当社が払い出した帳票のフォーマットの

種類からその通信に係る帳票のフォーマットを指定していただきます。 

２ 第５種契約者は１の通信ごとに１の種類の帳票のフォーマットを利用

することができます。 
 

（略） （略） （略） 

発信者課金型特定番

号着信機能 

（略） （略） 

 

   ２－３（略） ２－３（略） 

 第２ 通信に関する料金（略） 第２ 通信に関する料金（略） 
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 第３ 手続きに関する料金（略） 第３ 手続きに関する料金（略） 

第２表 工事に関する費用（工事費） 

 １ 適用（略） 

第２表 工事に関する費用（工事費） 

 １ 適用（略） 

 ２ 工事費の額 

  ２－１（略） 

  ２－２（略） 

２ 工事費の額 

  ２－１（略） 

  ２－２（略） 

  ２－３ 第５種ファクシミリ通信網サービスに係るもの 

付加機能（グループ指定通信機能、ファクシミリ案内機能、着信課金機能、

特定番号着信機能、発信者課金型特定番号着信機能、ファクシミリ案内情報提

供者課金機能及び帳票作成機能に限ります。）の利用開始又は利用変更に関す

る工事 

区          分 単   位 工事費の額 

交換機等

工事費 

付加機能

の利用の

開始又は

利用の変

更に関す

る工事 

ファクシミリ

案内機能 

１契約ごとに     1,700円

（1,836円） 

ファクシミリ

案内情報提供

者課金機能 

１契約者ごと

に 

   1,700円

（1,836円） 

帳票作成機能 帳票のフォー

マットの種類

１ごとに 

別に算定する実

費 

上記以外の付

加機能 

１契約者識別

符号ごとに 

1,700円 

（1,836円） 
 

 ２－３ 第５種ファクシミリ通信網サービスに係るもの 

付加機能（グループ指定通信機能、ファクシミリ案内機能、着信課金機能、特

定番号着信機能、発信者課金型特定番号着信機能及びファクシミリ案内情報提

供者課金機能に限ります。）の利用開始又は利用変更に関する工事 

 

区          分 単   位 工事費の額 

交換機等

工事費 

付加機能

の利用の

開始又は

利用の変

更に関す

る工事 

ファクシミリ

案内機能 

１契約ごとに     1,700円

（1,836円） 

ファクシミリ

案内情報提供

者課金機能 

１契約者ごと

に 

   1,700円

（1,836円） 

 

 

 

  

上記以外の付

加機能 

１契約者識別

符号ごとに 

1,700円 

（1,836円） 
 

  

附 則（令和６年５月 27 日 ＣＡＳ１サ第 000400004273-01 号） 

（実施期日） 
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１ この改正規定は、令和６年５月 31 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いにつ

いては、なお従前のとおりとします。 

 

  

 

  


